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添付する書類について

新潟県価格高騰対応設備導入補助金事務局

第2回

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
こちらの動画では、価格高騰対応設備導入補助金の申請書類に添付していただく書類について、ご説明させていただきます。



提出していただく書類について（１）1

9.新潟県エコ事業所表彰制度参加登録通知書の写し、又は参加申込書の写し

10.省エネ診断結果の写し ※特別枠のみ提出

11.見積書等（１件当たり税込100万円を超える取引は、２社以上の見積書が必要）

12.決算書等

13.売上等が減少していることの根拠資料

14.「既存設備」と「導入予定設備」の配置図

15.「既存設備」と「導入予定設備」の仕様・性能（消費エネルギー量、出力・能力）が分かるもの

16.「既存設備」の設備写真台帳

9.新潟県エコ事業所表彰制度参加登録通知書の写し、又は参加申込書の写し

10.省エネ診断結果の写し ※特別枠のみ提出

11.見積書等（１件当たり税込100万円を超える取引は、２社以上の見積書が必要）

12.決算書等

13.売上等が減少していることの根拠資料

14.「既存設備」と「導入予定設備」の配置図

15.「既存設備」と「導入予定設備」の仕様・性能（消費エネルギー量、出力・能力）が分かるもの

16.「既存設備」の設備写真台帳

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
申請書類に添付していただく書類は、チェック表記載の9番から16番までの書類です。なお、10番の「省エネ診断結果の写し」につきましては、特別枠での申請を行う方のみご提出いただく書類です。それでは、個々の書類について、ご説明します。



新潟県エコ事業所表彰制度参加登録通知書の写し、又は参加申込書の写し2

参加登録通知書の写し 参加申込書の写し

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
新潟県エコ事業所表彰制度に参加していただくことが補助金給付の条件となっています。本補助金の申請にあたって、新潟県エコ事業所表彰制度に参加される場合は、参加申込書の写しをご提出ください。既に登録がお済の場合は登録通知書の写しをご提出ください。参加もしくは参加申込みをされていない方は、補助金の申請ができませんのでご注意ください。



省エネ診断結果の写し ※特別枠のみ3

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
本補助金を、特別枠で申請される場合は、令和2年4月以降に、省エネルギー診断実施機関などによって省エネルギー診断を実施し、診断結果の助言や提案に基づいて省エネ設備を導入することが条件となっています。実施された省エネ診断結果の写しをご提出ください。



見積書等4
①宛名

③発行日

②発行元

④見積金額

⑤設備の型式

⑦設備の定価・メーカー希望小売価格

⑥積算項目・金額

⑧設備撤去費、廃棄処分経費は区別する

税込み100万円超の取引は

2社以上から見積を取得して提出

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
見積書は、宛名、発行元、発行日、見積金額、設備の型式、積算項目・金額が明示されているものをご提出してください。設備の定価もしくはメーカー希望小売価格を記載してください。また、設備撤去費と、処分費やフロン回収費などの廃棄処分経費は区別して記載してください。なお、税込み100万円を超える取引は2社以上の見積書を提出してください。�また、複数設備を申請される場合、それぞれの設備費、工事費が判別できるようにしてください。�値引きは、一式ではなく、それぞれの値引き額が分かるようにしてください。見積書の有効期限は、事業着手まで切れることのないように、長めに設定してください。



決算書等5
法人の場合 個人事業主の場合

収支内訳書の１～２面

所得税青色申告決算書の１～４面

または

確定申告書：第一表・第二表

直近の一期分の決算書
・貸借対照表
・損益計算書

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
決算書等については、法人の場合、直近一期分の決算書のうち貸借対照表と損益計算書をご提出ください。個人事業主の場合は、直近の確定申告書のうち、第一表、第二表と、白色申告の方は、収支内訳書の１・２面。青色申告の方は、所得税青色申告決算書の１から４面を提出してください。なお、確定申告書第一表は、税務署受付印があるものを提出してください。確定申告を電子申請で行っている場合は、受付日時と受付番号が表示されているものを提出してください。



売上等が減少していることの根拠資料6
法人税事業概況説明書（控） 所得税青色申告決算書（控） 月次残高試算表

売上台帳

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
売上減少が確認できる資料として、法人税事業概況説明書の控え、または所得税青色申告決算書の控え、月次残高試算表の写しや売上台帳など、対象となる月の売上高等がわかり、何年何月と明確な記載があるものを提出してください。なお、売上の減少は、法人全体、または個人事業主全体の数値で比較します。設備を設置する事業所のみの売上高等の比較ではありませんので、ご注意ください。



「既存設備」と「導入予定設備」の配置図7
既存設備配置図 導入予定設備配置図

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
既存設備と導入予定設備の配置図は、既存設備と導入予定設備の配置が分かるような図面を作成します。既存設備と導入予定設備の設置場所が同じでも、それぞれ1枚ずつご提出ください。配置図は、対象設備の場所をマークし、型式も明記してはっきりと場所が分かるようにしてください。複数台ある場合は、番号を記載して何台あるかわかるように記載してください。空調設備の場合は、室内機と室外機、それぞれを漏れなく記載してください。



「既存設備」と「導入予定設備」の仕様・性能が分かるもの8

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
既存設備と導入予定設備を比較して、省エネになっているかを比較することができる、根拠資料の提出をお願いします。消費エネルギー量、出力・能力の記載されている仕様書もしくはカタログの該当するページを抽出し、該当する項目にマークを付けるなどして提出をお願いします。なお、設備が複数台ある場合は、通し番号を記載してください。



「既存設備」の設備写真台帳9
設置場所の全景写真 個々の設備写真 銘板写真

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
既存設備の写真は、1台につき3枚ご提出いただきます。いずれも、鮮明な写真の提出をお願いします。まず、対象場所の全景写真です。どのように設置してあるのか確認しますので、全体が確認できる広角な写真をご提出ください。次に、個々の設備写真です。設備自体を確認しますので、設備全体が確認できるよう撮影してください。最後に、銘板写真です。銘板とは、設備の型式や性能などの数値が記載してあるシールのことです。文字が読めるように撮影してください。撮影した写真は、配布している参考様式の設備写真台帳に貼り付けていただくか、同様の書式に貼り付けていただき提出をお願いします。空調設備については、室内機と室外機を、それぞれご提出ください。同じ型式の設備が複数台ある場合も、製造番号を確認しますので、それぞれの設備の写真をすべてご提出ください。また、複数台ある場合は、既存設備配置図と同じ番号を明記してください。



ご不明な点は
補助金事務局へお問合せください

当ホームページの専用お問合せフォーム

電子メール kakaku2023@eecp.or.jp

お問合せ専用ダイヤル 050- 3092- 2650
【受付時間】 10:00～12:00／13:00～17:00（土日祝日除く）

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
以上で、添付書類に関する説明は終了です。申請にあたって、ご不明な点については、本補助金のホームページにある、専用のお問合せフォーム、もしくはお問合せ専用ダイヤル「050‐3092‐2650」にお問い合わせください。
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